
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号

産
業
投
資
特
別
会
計
の
貸
付
の
財
源
に
充
て
る
た
め
の
外
貨
債
の
発
行
に
関
す
る
法
律

（
外
貨
債
の
発
行
）

第
一
条
　
政
府
は
、
産
業
投
資
特
別
会
計
の
貸
付
の
財
源
に
充
て
る
た
め
、
昭
和
三
十
三
年
度
に
お
い
て
、
同
会
計
の
負
担
に
お
い
て
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
通
貨
を
も
つ
て
表
示
す
る
公
債
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
公
債
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
金
額
の
限
度
は
、
百
八
億
円
を
そ
の
発
行
の
時
に
お
け
る
基
準
外
国
為
替
相
場
（
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
七
条
第
一
項

の
基
準
外
国
為
替
相
場
を
い
う
。
）
で
換
算
し
た
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
通
貨
の
金
額
（
そ
の
発
行
に
つ
き
発
行
価
格
差
減
額
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
う
め
る
た
め
必
要
な
金
額
を
加
算
し
た
金
額
）
と
す
る
。

（
発
行
限
度
の
繰
越
）

第
二
条
　
政
府
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
公
債
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
金
額
の
う
ち
、
昭
和
三
十
三
年
度
に
お
い
て
そ
の
発
行
（
次
条
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
に
代
え
て
す
る
借
入
金
を
含
む
。
）
を
し
な
か
つ
た
金
額
が
あ
る
と
き

は
、
当
該
金
額
を
限
度
と
し
て
、
昭
和
三
十
四
年
度
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
の
公
債
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
外
貨
借
入
金
）

第
三
条
　
政
府
は
、
前
二
条
の
規
定
に
よ
り
公
債
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
は
、
そ
の
発
行
に
代
え
て
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
通
貨
を
も
つ
て
表
示
す
る
借
入
金
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
利
子
等
の
非
課
税
）

第
四
条
　
第
一
条
第
一
項
の
公
債
の
利
子
及
び
償
還
差
益
（
そ
の
公
債
の
償
還
に
よ
り
受
け
る
金
額
が
そ
の
公
債
の
発
行
価
額
を
こ
え
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
差
益
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
租
税
そ
の

他
の
公
課
を
課
さ
な
い
。
た
だ
し
、
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
居
住
者
、
法
人
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
内
国
法
人
又
は
こ
れ

ら
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
が
支
払
を
受
け
る
当
該
利
子
又
は
償
還
差
益
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
所
得
税
法
第
百
八
十
一
条
及
び
第
二
百
十
二
条
の
規
定
は
、
前
項
に
規
定
す
る
利
子
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

（
省
令
へ
の
委
任
）

第
五
条
　
前
四
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
条
又
は
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
発
行
す
る
公
債
及
び
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
借
入
金
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
財
務
省
令
で
定
め
る
。

附
　
則
　
抄

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
〇
年
三
月
三
一
日
法
律
第
三
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
昭
和
四
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
そ
の
他
の
法
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
規
定
の
原
則
）

第
五
条
　
第
二
章
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
法
令
の
規
定
は
、
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
昭
和
四
十
年
分
以
後
の
所
得
税
又
は
こ
れ
ら
の
法
令
の
規
定
に
規
定
す
る
法
人
の
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
分
の
法
人
税

に
つ
い
て
適
用
し
、
昭
和
三
十
九
年
分
以
前
の
所
得
税
又
は
当
該
法
人
の
同
日
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
分
の
法
人
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
国
際
復
興
開
発
銀
行
等
か
ら
の
外
資
の
受
入
に
関
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
規
定
）

第
九
条
　
第
四
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
際
復
興
開
発
銀
行
等
か
ら
の
外
資
の
受
入
に
関
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
第
五
条
、
第
五
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
産
業
投
資
特
別
会
計
の
貸
付
の
財
源
に
充
て
る
た

め
の
外
貨
債
の
発
行
に
関
す
る
法
律
第
四
条
又
は
第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
外
貨
公
債
の
発
行
に
関
す
る
法
律
第
二
条
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
支
払
う
べ
き
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
債
券
等
、
公
債
又
は
外
貨

債
の
利
子
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
支
払
う
べ
き
当
該
利
子
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
十
五
条
　
附
則
第
一
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
五
月
二
三
日
法
律
第
五
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
二
月
二
二
日
法
律
第
一
六
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
（
第
二
条
及
び
第
三
条
を
除
く
。
）
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
九
百
九
十
五
条
（
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
の
改
正
規
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
千
三
百
五
条
、
第
千
三
百
六
条
、
第
千
三
百
二
十
四
条
第
二
項
、

第
千
三
百
二
十
六
条
第
二
項
及
び
第
千
三
百
四
十
四
条
の
規
定
　
公
布
の
日

1


